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1. はじめに 

 現在日本において少子高齢化が進む中で、高齢

者の交通手段が問題となっている。その問題に着

目するきっかけとなったのが、2021 年 3月に放送

された南丹市の美山診療所が市営化するというニ

ュースである。このニュースでは、過疎が進む美

山町における医療サービスの質と経営が問題とな

ると共に、市営化に伴い、送迎バスが廃止された。

その影響で、病院に通うのが難しくなった高齢者

がいるという現状が問題視されていた。 

 そこで、本研究では、南丹市において、高齢者

が、通院や買い物などの日常生活のための交通手

段として、自家用車以外にどのようなものがある

のかという問題意識をもとに、交通手段として、

より継続的な政策案を提案する。 
 
2. 南丹市の現状 

2.1 基礎情報 

京都府のほぼ中央部に位置し、面積は616.40㎢

と 13.4%が南丹市となっており、京都府内で 2番

目に面積が大きい。また、緑豊かな自然に恵まれ

ており、大半を丹波山地が占めている。 
総務省統計局の国勢調査によると、2010 年度か

ら 2020 年度までで、南丹市の総人口は、35,214 人

から 31,629 人に減少している。一方で、高齢化率

は、29.5％から 35.4％と上昇している。2019 年 3

月時点で、南丹市は京都府内 27地域中、9番目に

高齢者が多い地域だ。 

南丹市人口ビジョンによると、2060 年には現在

の半分以下の総人口になることが予測されている。

このことから、南丹市の現状として、人口減少と

高齢化が進行していることが考えられる。 
 

2.2 市民の交通に対する意識 

南丹市で運営されているバスは、市営バス、デ

マンドバス、コミュニティバスなどの種類がある。 

これらの交通手段について、南丹市が市民に対

して行った「南丹市の路線バス交通に関するアン

ケート調査」（2016）によると、「バスの発着時間

が生活の時間帯にあってない」「発着本数が少ない

ため、乗りたい時間に乗れない」といった市民の

声が多く上がっていた。「路線バスを利用している」

と回答した人も 12.1％と低い値であった。また、

「南丹市市民意識調査」（2021）においても、南丹

市の公共交通機関が利用しやすいかという問いに

対し、64.5％が否定的な回答を示した。 

これらの結果から、公共交通機関の運行本数・

運行時間帯や乗り継ぎに関して、不便さを感じて

いる市民が多いことが読み取れる。 

また、京都府警察が実施した高齢運転者の実態

調査アンケートにおいても、亀岡・南丹地区は「制

度があることは知っている程度」が一番多く、運

転免許証の自主返納を考えた経験の有無は、「考え

たことがない」が 76％を占めていた。運転免許証

の自主返納の意向についても、亀岡・南丹地区で

「いずれ返納してもよいが現状では難しい」が半

数以上あった。運転免許自主返納後、必要と感じ

る制度は「バス・タクシー等の利用補助・割引」

が大半で、次いで「公共交通機関の運行本数・地

域拡大」「スーパー・病院への送迎便の整備」が挙

がった。 

このことから、南丹市の高齢者においては、公

共交通機関よりも、自身あるいは家族が所有する

自家用車を主な移動手段としている人が多く、移

動支援サービスの必要性がある。 
 

3. 南丹市における高齢者の移動支援サービス 

南丹市における高齢者に向けた移動支援サービ

スを具体的に知りたいと考え、南丹市役所への訪

問調査及び関連団体への電話調査を実施した。 

 

3.1 高齢者が利用できるサービス 

1 つ目は、タクシー代行サービスである。南丹

市にある株式会社京都みやび交通が行っている。

主なサービス内容は、買い物代行や病院の受診申

込代行、薬の代理取得、病院の通院や入退院など

の付き添い支援である。 
2 つ目は、訪問型サービス D である。訪問型サ

ービス D は、介護保険法第 115 条の 45 及び南丹

市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成

29年南丹市告示第50号)に基づいて必要事項が定

められているものだ。このサービスは、NPO 法人

等が自家用車を用いて、住民等の日常生活の移動

手段を有償で運送する仕組みである「自家用有償
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旅客運送」は、有償であるのに対し、「訪問型サー

ビス D」は無償で実施している。 

 南丹市は 2021 年 4月から、訪問型サービス Dの

実施を開始した。この移動支援サービスは、住民

や地域の団体が、南丹市内に限り、移動や見守り

などの支援を行う。このサービスは、「要支援１」

「要支援２」と介護認定を受けた人のみが対象と

されている。「要支援 1」とは要支援／要介護認定

の中で最も軽度で、食事や入浴、排せつなど、日

常生活における基本動作は自力で行えるものの、

立ち座りなどの動作や買い物・掃除などの際に部

分的な支援が必要となる状態のことであり、多く

の高齢者がこれに該当するとされる。南丹市で、

これらのサービスを提供している団体は、11 団体

であり、利用料金については、移動支援は無料だ

が、見守り支援は有料の場合があり、料金は団体

によって異なる。 
 

3.2 実施状況 

まず、タクシー代行サービスに関しては、実施

団体に電話調査を行ったところ、2012 年から実施

されているが、利用数は 0件とのことであった。

その理由として、料金が高いため利用しないので

はないかということだった。これに関しては、ほ

とんど利益が出ない料金で実施しているため、こ

れ以上、料金を下げることができないそうである。 

次に、市役所へのヒアリング調査後、南丹市で

訪問サービス Dを提供している団体にお話を伺い

たく電話連絡した。しかし、サービスを提供する

全 11団体のうち、電話が繋がらない、あるいは市

役所を通さないと連絡がつかないといった理由か

ら、最終的に 2団体にしか連絡が取れなかった。

連絡が取れた 2団体にお話を伺ったところ、１団

体では、移動支援だけでなく、体操や英会話、手

芸など幅広いイベントを月に一度実施しているこ

とが分かった。利用者は、日にちごとで対象者は

異なるが、大体 10 人程で、令和 4年 4月から 8月

で 7割を超えている。 

もう一団体では、移動支援のみを行っており、

2021 年度に利用登録を随時募集し、利用者は 17

人であった。なお、利用回数は１ヶ月につき 1人

2 回まで利用可能との制限が設けられていたよう

だ。2022 年度は、2021 年度からの継続利用を希望

した人のみの登録を受け付けており、登録者は８

人である。ただし、利用回数は１ヶ月につき 1人

１回までとなった。 

登録者と利用回数を制限したという背景として

は、送迎担当者（運転手）の確保が難しく、送迎

担当者の負担をできるだけ小さくするためという

ことであった。 

 

4. 政策提案 

4.1 現状の課題 

これらの調査により、南丹市における高齢者が

利用できる移動サービスは存在していたが、タク

シー代行については、ほとんど利用されていない

実態があった。訪問サービス Dについては、実施

開始からまだ 1年半という短い期間なこともあり、

南丹市の高齢者人口に対して、利用人数もかなり

少ない上に、利用のしにくさとともに、サービス

提供側が抱える運転手の人材不足などの課題が見

えてきた。 

今後、南丹市で、高齢化がさらに進み、高齢者

の免許返納についても問題となっている中で、よ

り継続的かつ広く利用しやすい移動サービスが必

要なのではないだろうか。 

 

4.2 実施状況 

そこで、私たちが提案するのが、運転手を必要

としない「自動運転サービス」である。 

自動運転サービスについては、実際に、2020 年

11 月に茨城県境町で BOLDLY 株式会社(旧ＳBドラ

イブ株式会社)が開発した自動運転バスを導入し、

すでに町内走行が始まっている。走行開始から１

年で調査した利用者の声として茨城県境町資料に

よれば、「免許を返納しても生活できる見通しがつ

いた」、「境町に来る人が増えた」という意見が実

際に出ているようだ。また、BOLDLY 株式会社の境

町自動運転バス実用化 2021 年度安定稼働レポー

トによると「自動運転」サービスは、コストより

も高い波及効果があり、また持続可能なビジネス

モデル構築のために運賃脱却が必要として 5年後

には既存バスよりも安価になるとされている。 

南丹市においても「自動運転サービス」を運行

することにより、より高齢者の方の移動手段が確

保できるのではないだろうか。自動運転サービス

は、運転手不足を解決し、市や地域の高齢者サー

ビスの範囲を拡大させ、さらに地域の未来像を明

るくすることに繋がるのものであると考える。 
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京都から考える遺失物問題 
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（同志社大学生命医科学部医情報学科・文化情報学部文化情報学科） 
キーワード：遺失物問題、人の移動 

 

1. はじめに 

遺失物と私たちの生活は密接に関わっている。

2020 年で京都府警に届けられた落とし物は、

2019年より約3割減って過去5年間で最も少なか

った。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外

出自粛ムードが広がり、観光客も減ったことが要

因と見られる。2020 年に府内で届けられた落と

し物は 440,213 件、点数では 565,590 点で、最多

だった前年の 605,203 件から 27.3%減った。さら

に、持ち主に戻った落とし物は 58,415 件だった。

現金の落とし物は計約 4億 8千万円であり、計約

3億 6千万円が持ち主に返された(図 1参照)。 

近年、京都忘れ物センターが開設され、JR 西

日本の駅構内や列車内の忘れ物を取り扱っている

が、忘れ物・落とし物をしたエリア及び施設によ

って、管轄が異なるなど、遺失物を短時間で見つ

けるのは困難な状況である。 

ここで、京都という都市は、寺社仏閣が多い観光

名所でありながら、企業数、大学数も日本の中で

上位を誇り、企業のまち、学生のまち、といった

ようなさまざまな特徴を持つ。京都は県外や国外

から毎日多くの人が通勤通学、観光それぞれの目

的で京都に訪れる。 

故に、あらゆる人々が行き来するまち「京都」と

遺失物問題は切っても切り離せないものとなって

いる。 

本研究では、人的コストや遺失物が見つかりや

すくするための仕組みづくりに貢献したいと考え

る。この仕組みづくりは、遺失物を取り扱ってい

る地域警察の負担軽減に繋がると考える。 

 

2. 現状分析と課題提起 

警視庁によると、拾得物の上位 5品目は、 

1. 証明書類 

2. 有価証券類 

3. 財布類 

4. かさ類 

5. 衣服・履物類である。 

故に、機密性にも配慮しつつ、拾得物件数割合を

減らせる体制づくりをする必要がある。 

 
図 1 拾得物割合件数(京都府警調べ) 

 

3. 政策提案 

 
図 2 遺失物情報公開システムの表示画面例 

 

ここで、私たちは、施設のマップと忘れ物状況

を投稿、表示することができるシステムを提案す

る(図 2参照)。このシステムは以下の特徴を有し

ている。 

3.1. システム利用面でのプライバシー秘匿性 

システムの利用の際は遺失物の共有には情報登

録不要であるが、遺失物受け取りの際には情報登

録を必要とする。 

3.2. 都道府県警察管轄区間の除去 

各都道府県の遺失物の一括管理・閲覧が可能に

なる。 

3.3. 管理責任者 

これまでの遺失物管理同様、本システムの管理

責任者は警察にある。 

3.4. システム形態 

本システムは Web アプリであり、利用にはイン

ターネット通信環境と通信機器媒体が必要である。

新たなアプリインストールは必要としない。 

3.5. 投稿機能 

拾得地点・遺失物の登録者は限定されない。 

-102-



 

3.6. 遺失物閲覧機能 

地図アプリ上の場所を選択すると、近隣区間の

落とし物が表示される。遺失物は条件検索可能。 

3.7. 遺失物受け取り 

本システムを利用しての遺失物受け取りの際も、

これまでと同様、身元確認を行うため、遺失物受

け取り機能を 1回以上利用する場合は個人情報の

登録が必要となる。 

4. 提案システムに関するまとめ 

4.1 政策に期待される効果 

4.1.1 忘れ物の早期発見 

持ち主が忘れ物、落とし物をしてから遺

失物が遺失物として警察署やショッピング

モールなどにある遺失物集約所に届けられ

るまでタイムラグがある。しかし、発見者

がすぐに投稿できるシステムによって、遺

広域的な遺失物捜索が即時に可能になるた

め、遺失物を早期に発見することが可能と

なる。 

4.1.2 廃棄コスト/遺失物流通コスト削減 

鉄道会社やショッピングモールには遺失

物フローがある。鉄道会社を例に取り上げ

ると、遺失物は発見者によって最寄駅に届

けられ、その日中もしくは近日中に集約駅

に届けられる。保管期間が設けられている

場合が多く、保管期間を過ぎると警察署等

へ届けられる。こういったフローにおいて

は紛失者による対応や遺失物の管理含め人

的コスト、輸送費含む金銭的コストがかか

る。本システムの活用によって、コスト削

減の効果が期待できる。 

4.1.3 即時に遺失物確認が可能 

現在紛失者が遺失物に気づいた時、心当た

りがある店舗や駅など主要な場所へ連絡する

ことや足を運ぶことで捜索をすることが多い。

しかし、本システムがネットワークを介して

情報を閲覧・公開するという特徴を有するた

め、リアルタイムでの遺失物報告を確認でき

る即時性があると考えられる。 

4.1.4 遺失物確認情報を即座に受信可能 

本システムでは、遺失物の情報確認だけで

なく、遺失物の特徴を紛失者が公開すること

ができる。その画像やキーワードをもとに、

類似した特徴がある遺失物に関する情報開示

があれば、情報探索・画像認識の機能により

紛失者に通知を送信する。現在ではジモティ

ーのサイトや掲示板などで紛失者が捜索中の

遺失物に関する譲歩開示が見られるが、発見

者がその情報に接触する可能性が低いと考え

られるため、本システムでは情報の集約によ

って紛失者の遺失物捜索のサポートができる

と考える。 

4.1.5 遺失物報告手順の効率化 

本システムで想定される遺失物発見の報告

や遺失物捜索の情報開示の手順は、画像のア

ップロード、特徴となるキーワードの入力で

ある。周囲の店舗の人に状況説明をすること

や、人気がある場所に持って行くといったよ

うな遺失物報告の手間が減少するため、遺失

物の情報が増加し、回収率が向上すると考え

られる。 

4.1.6 虚偽受け取りの対応 

画像と特徴としてある情報探索者が欲する

物品が挙げられていた場合、その物品を紛失

者以外がなりすまして受け取る可能性がある

と考えられる。しかし、本システムは政策と

して警察庁の管轄にあるため、物品を受け取

る際には受け取り証明として個人情報の入力

もしくは報告が必要になる。その際の手続き

は現在の遺失物受け取りフローと変わらない

ものとする。 

4.2 課題 

流動性の高い情報の蓄積による遺失物と

のすれ違いが課題として考えられる。 

 

5 おわりに 

通学、観光それぞれの目的で京都に訪れる人の

移動の数だけ遺失物の数も多くなると考えられる

が、実際に遺失物検索システムは当日にデータが

反映されることがなく、都道府県別の管理となっ

ている。そのため遺失物の発見の際に複数度の手

間が発生する恐れがある。こういった問題は政治

的に警察庁の物的管理や事務連絡などの手間とな

り、日常の業務の中での仕事となっている。本シ

ステムによって警察はじめ多くの人々の負担を減

らすことができると考える。私たちは本政策大会

では、京都で暮らす日常から身近にある遺失物問

題に着目し、全国各地での共通問題である遺失物

問題の改善に寄与する現実的なシステム提案を行

った。 

遺失物に限らず、地域で考えるべき課題は溢れ

ている。これからも考えていきたい。 
参考文献 

[1]朝日新聞デジタル「落とし物、前年より 3 割減 

コロナ禍の外出自粛が影響か」2021/4/9 9:48 掲載 

閲覧日 2022 年 9 月 14 日 

https://www.asahi.com/articles/ASP4875HYP32PLZB

00W.html 

[2]警視庁「遺失物取扱状況(令和 3 年中)」 

2022/3/11 更新 閲覧日 2022 年 9 月 14 日 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_m

pd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html 

[3]京都駅ビル「京都忘れ物センター」 

閲覧日 2022 年 10 月 10日 

https://www.kyoto-station-

building.co.jp/service/lost.html

 

-103-



 

滋賀県近江八幡市の観光客誘致について 
‐とび太くんを活用したまち歩きの連鎖の可能性‐ 

 

京都橘大学福井ゼミとび太くんチーム 

○今若 遥（Imawaka Haruka）・今西 沙季（Imanishi Saki）・垣本 愛果（Kakimoto 

Manaka）・見坂 実久（Kenzaka Miku）・春名 舞帆（Haruna Maho） 

（京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科） 
キーワード：とび太くん、観光資源、まち歩き 

 

1. はじめに 

 新型コロナウイルス感染拡大により、国内外問

わず観光業に大きな影響があった。規制も緩和さ

れ、少しずつだが観光地は観光客で賑わいを取り

戻している。また、コロナ禍で人々の生活の価値

観も変化しており、観光形態にも変化が起こって

いる。近場でのマイクロツーリズム、ワーケーシ

ョン、アウトドアなど感染対策を十分に行いなが

ら観光するスタイルが主流になりつつある。 

 コロナ禍で三密を回避できる観光地として「滋

賀県」が注目されている。琵琶湖や信楽焼など滋

賀県には様々な観光資源が存在するが、本調査で

は滋賀県近江八幡市に着目する。 

 近江八幡市は、滋賀県中部（湖東）に位置する

市である。豊富秀次が築いた城下町を基礎とし

て、商業都市として発展した。近江八幡市には、

八幡堀・安土城跡や日牟禮八幡宮など歴史的観光

資源が多くあるものの、知名度が低い。また、

「ラコリーナ近江八幡」へ訪問しそのまま市外へ

行ってしまうといった「近江八幡市の滞在時間が

短い」などといった課題もある。 

 本稿では、近江八幡市に存在する歴史的観光資

源へ観光客の興味を促し、観光客の滞在時間を増

やすために、滋賀県東近江市社会福祉協議会の発

案である事故防止目的で設置された「飛び出し坊

や（とび太くん）」を活用した、まち歩きの連鎖

の可能性を検討することを目的とする。 

 

2. 近江八幡市の現状と課題 

 近江八幡市はラコリーナ近江八幡に観光客が集

中しており、周辺地域や歴史的観光資源が活かさ

れていない。 

2019 年近江八幡市観光動態調査によると、近江

八幡市に訪れた際に立ち寄った場所としてラコリ

ーナ近江八幡を挙げている人が 38.2%と最も多い。

次いで安土城跡が 26.7%、水郷めぐりが 19.3%、長

命寺・八幡山ロープウェー・日牟禮八幡宮・八幡

堀が 16％前後となっている（図 1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、令和元年滋賀県観光入込客統計調査結果 

では、滋賀県内にある施設ごとの観光入込客数で

ラコリーナ近江八幡がおよそ 320 万人と滋賀県で

1 位になっている。同調査において、安土城跡は

ベスト 30ランク外、日牟禮八幡宮 71万 5 千人で

10位、八幡堀がおよそ 37 万人で 27位となってい

る。これらのことから、ラコリーナ近江八幡に訪

れる観光客数に対して、歴史的観光資源に訪れる

観光客が少ないことが分かる。 

次に、近江八幡市の滞在時間に関して、上記と

同様の 2019 年近江八幡市観光動態調査によると、

0〜5 時間滞在すると答えた人は計 81.6%、うち滞

在時間 3時間と答えた人が 25.7%と最も多い。6時

間〜13時間滞在すると答えた人は計 18.6%で、約

8割が滞在時間5時間以下と短いことが分かる（図

2）。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1近江八幡市内での立ち寄り先 

出所）近江八幡市観光動態調査

（2019） 

で 

 

 

図 2 滞在時間の分布 

出所）近江八幡市（2020）「2019 年近江八幡市観光動態調査」 

-104-



 
以上のことから、近江八幡市は特定の場所(特に

ラコリーナ近江八幡)を目的とした観光客が多く、

周辺地域を散策しないため、滞在時間も短くなっ

ていると考察する。この現状から、まち歩きを促

すような観光資源を発掘し、地域・歴史的観光資

源を活用することができる企画提案が必要である

と結論づけた。 

 

3 考察 

３-1 現地調査 

 筆者たちは、6 月 27 日に近江八幡市、八幡堀

周辺の現地調査を行った。日牟禮八幡宮には駐車

場があり、県外からも多くの車が停まっていた。

しかし、日牟禮八幡宮を出ると周辺には歩いてい

る人は少なかった。このことから、観光客はまち

歩きをすることなく、日牟禮八幡宮に限定した観

光を行っていると考察する。 

実際に周辺を散策してみると、お店と連携した地

域限定の「とび太くん」が多数存在する（図 3）も

のの、それらが日常に溶け込みすぎていた。そこ

で筆者たちは、他の地域にはない「とび太くん」

をまちのシンボルとして、観光資源化できないか

と考察し、次のようなイベントを提案する。 

 

 

 

3-2 提案 

 1 つ目は、「とび太くん」スタンプラリーである。

八幡堀周辺をエリアとし、各変わり種とび太くん

に QRコードを設置する。それを読み込めば、特設

サイトからスタンプを集めることができる。スタ

ンプを集めれば、周辺のお店で利用できるクーポ

ンを入手でき、コンプリートすれば市内で使える

割引券を入手することができるといった概要であ

る。 

 このイベントを開催することで、「とび太くん」

を見つけるために八幡堀周辺をまち歩きする人が

増え、特定の場所だけでなく町全体が活性化する。

また、地域のお店と連携したイベントであるため

地域経済の活性化が見込めると考察した。 

 2 つ目は、「世界にひとつだけの"とび太くん"を

作ろう とび太くんコンテスト」である。このコ

ンテストでは観光客だけでなく、滋賀県近江八幡

市民の参加も促していく。方法としては、市内の

スーパーマーケット等の商業施設に特設コーナー

を設置し、オリジナルとび太くんのデザイン案を

募集する。これをコンテストに発展させ、集まっ

たデザインの上位 5名のデザインのとび太くんを

作成、近江市内に設置する。 

 このコンテストでは、市民を中心に参加しても

らうことで住民と行政の価値共造や、観光資源の

発掘に繋げることができる。また、近江八幡市に

よる近江八幡市への来訪経験回数の調査によると、

2 回目以上の来訪者が約 65%を占めている。この

ことにより、一度目の来訪がリピーター確保の要

となっていることが分かる。そのため、とび太く

んコンテストなどのイベントを行うことでリピー

ターを確保し、近江八幡市を持続可能性のある観

光地にすることが期待できる。 

 

4． まとめ 

今回、近江八幡市について、観光地の一部に観

光客が集中しており、周辺地域や歴史的観光資源

の魅力が活かされていないという課題をあげた。 

 この課題を解決するため、まち歩きを促す観光

資源の発掘と地域と連携した企画の提案を目的と

して、人型の看板「とび太くん」を活用した企画

を二つ提案した。各プランを執り行うことで、他

府県からの観光客の勧誘とともに地域住民にホス

ト側の意識を芽生えさせ、経済循環につなげるこ

とが期待できる。 

 以上のことから「とび太くん」を活用して「ま

ち歩きの連鎖」を起こすことが、近江八幡市の観

光誘致に寄与すると期待できよう。 

 
参考文献 

・Mahorova(2013)「とび太くん誕生秘話」（2022 年 10

月 18 日取得），

http://www.mahorova.com/works/tobidashikun 

〇近江八幡市（2020）「2019 年近江八幡市観光動態調査」

（2022 年 10月 18 日取得）， 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/g

roup/102/kanko_doutai_chosa_2019.pdf  

〇滋賀県庁（2022）「令和元年滋賀県観光入込客統計調査

結果」（2022 年 10 月 18 日取得）， 

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/519900

8.pdf  

図 3店先にいるお店と連携した変わり種とび太くん 

（2022 年 6 月 27 日、近江八幡市、筆者撮影） 
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これからの図書館の普及策 
‐公共図書館へのフィールドワーク等を踏まえて‐ 

 

現代社会学部藤野ゼミ D チーム 

〇石井 航斗（Ishii Koto）・田中 遼哉（Tanaka Ryoya）・佐藤 萌夏（Sato Moeka）・ 

木多 真由香（Kita Mayuka）・柿本 尚輝（Kakimoto Naoki）・ 

五坪 大智（Gotsubo Daichi）・石川 郁実（Ishikawa Ikumi） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 
 

キーワード：課題解決型、レフェラルサービス、デジタル化 

 

1. 研究目的 

日本には、3316 の公共図書館が存在している。 

「公共図書館」とは地方公共団体が設置した公

立図書館と民間団体等が設置した私立図書館を指

しているが、私立図書館はわずか 19 であること

から大半が公立図書館と考えられる。 

図書館法第 2条によれば、公共図書館の目的は

「教養」「調査研究」「レクリエーション」の 3つ

となっている。しかし 2006 年に文部科学省が図書

館の在り方検討協力者会議の結果を受け、出した

『これからの図書館像』によれば、高度情報化や

地域の衰退など社会環境の大きな変化とともに今

後、公共図書館は地域住民、行政、企業、団体の

課題を解決する目的を持った「課題解決型図書館」

や電子情報を充実させた「ハイブリッド型図書館」

等へと転換しなければならないとしている。 

すなわち、公共図書館は、これまで私達が持っ

ていた趣味、教養のためとする従来の一律のイメ

ージから脱皮し、社会の変容や地域のニーズに対

応した特徴ある図書館になっていかなければなら

ないと考えられる。 

本研究は、今後、公共図書館がどのように変わ

っていくべきなのか、モデルとなる公共図書館で

フィールドワークを実施し、関係者に聞き取り調

査をすることによって探っていく。 

 

2．現状分析 

現状を把握するためにまず都道府県の公共図

書館の HPで一つ一つ確認し、特徴ある 21の図書

館をピックアップした。その後、都道府県の公共

図書館の特徴を捉えるために 2軸を考え 4象限の

マトリックスを作成した。2 軸のうち一つはどの

程度のサービスを展開しているかの軸で「多様性

―単一」とし縦軸にした。また一つは私達に定着

している図書館のイメージの軸で「一般―特殊」

とし横軸にした。これによって特徴ある図書館を

マッピングしていった。 

その中の「一般」「単一」に当たる第 3 象限は

「従来型図書館」とし、これが基準となる。それ

に対し「多様性」「特殊」に当たる第 1象限は図書

館が地域に根差した多様なサービスを提供してい

る「課題解決型」とした。2006 年に出た文部科学

省『これからの図書館像』として課題解決型図書

館が主流になってきていることからここに配置さ

れる図書館は多く見られた。 
表 1 類型化リスト 

 従来型図書館のサービスに加えデジタル化など

近年の社会ニーズに応えた第 2象限は「ハイブリ

ッド型」である。ただし、デジタル化も古文書を

中心とする一部にとどまっているケースからそれ

以外の一般書籍にも広がっているケースまで多様

である。ただ、デジタル化は全体としてあまり進

んでいない。サービス自体を限定しつつも独自の

ニーズに特化した第 4象限は「専門型」とした。

この専門型にはほとんどの私立図書館が入る。 

 

3．これからの図書館モデルになる図書館へのフィ

ールドワーク 

3-1．フィールドワークの方法 

本研究では、類型化リストの第 1・第 2 象限に

マッピングされた図書館が『これからの図書館像』

に該当すると考え、そこから 4つの図書館をピッ

クアップした。1 つの図書館に対しては、フィー

ルドワーク・インタビューが許可されず、もう 1

つの図書館については、コロナ禍による訪問が難

しかったため、最終的に 2つの図書館、ビジネス

支援を特徴とし課題解決型図書館の典型である

「大阪府立中之島図書館」と比較的デジタル化が

進んでいる「京都府立図書館」でフィールドワー

クを行った。またフィールドワークができなかっ

たが、日本の中では、デジタル化、課題解決型と
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もに進んでいる鳥取県立図書館に対してはオンラ

インインタビューを実施した。各フィールドワー

クでは、フィールドノーツを作成し、許可があれ

ば写真撮影等をした。 

(1)大阪府立中之島図書館（課題解決型） 

・訪問日時：2022 年 7月 20 日 17時～20 時 

・内容：リスク管理セミナー参加（図 1）及び図書

館担当者（ビジネス支援課）へのインタビュー調

査、館内見学 

(2)鳥取県立図書館（課題解決型・ハイブリッド型） 

・館長へのオンラインインタビュー：2022 年 9月

16 日 15 時半～17 時 

(3)京都府立図書館（ハイブリッド型） 

・訪問日時：2022 年 9月 29 日 15時～17 時半 

・内容：企画課へのインタビュー調査、館内見学

（図 2） 

    
図 1 関連図書案内     図 2 自動書庫 

3-2．図書館関係者へのヒアリング結果 

各図書館の関係者へのヒアリング結果を簡潔に記

載したものが表 2である。 
表 2 ヒアリング結果

 
中之島図書館は立地や近隣に中央図書館ができ

たことがきっかけでビジネス支援に深く特化する

ことができた図書館である。ビジネス資料、書籍

の提示（図 1）だけでなく中小企業診断士による

セミナーを開催し、最先端の生の情報と資料、書

籍情報とを連動させた効果的な取り組みになって

いる。しかし調査をした自分達を含みセミナー参

加者が 10人ほど大変少なく、SNS等で情報展開

しつつも広報不足の点が見られた。また常に生の

情報を提供するためには専門家等との新たな連携

を作らなければならないことを課題としていた。 

鳥取図書館では県内で働く人すべてに対して必

要な情報を提供、セミナーなどの開催もするなど

地域の課題解決に資する多様なビジネス支援を展

開している。特に利用者からの情報の依頼に応じ

て適切な専門家や専門機関を紹介するレフェラル

サービスを、人脈を生かし積極的に行っている。

また地域の高齢者の音読会を開催するなど高齢者

の居場所づくりにも力を入れている。ところで本

図書館が課題解決型に転換した理由に「人事の大

転換」があったとのことである。これまで高校教

員経験者が担っていた館長職を行政職が担うよう

になり方針転換や館内の意識改革がうまくいっ

た。課題としては、図書館間連携が県内では実現

しているものの県外に関しては十分に連携が取れ

ていないことである。全国には 300 程の図書館し

かデジタル化が進展しないが、デジタル化にはコ

ストがかかるため、役割分担を徹底すべきことを

示唆していた。 

京都府立図書館は府内の全公立図書館の中心と

なり各市町村では担えないような調査、研究、高

額な本を購入するなど「本の物流」としての中心

を担う。またデジタル化も進展しており、これが

書籍の保管スペース確保にもつながっているが、

デジタル化には時間がかかるとの指摘があった。

今後は電子書籍のサービスを府内だけでなく府外

にも提供していくことを課題とする。 

 

5．考察と政策提言 

 以上のフィールドワークの結果を踏まえ、2つ

の政策提言を行う。 

1つ目は従来の図書館が「課題解決型図書館」

に移行するには、各図書館がどのような取り組み

を展開すべきかを述べる。 

課題解決型の移行には、図書館に大きな変革が

求められるため、館内の意識改革が不可欠であ

る。方針が共有され意識改革が浸透するきっかけ

づくりをする必要がある。それとともに利用者の

多様な課題に適切に対応することのできる人材の

育成やスキルの向上、適切な人材配置を進める必

要がある。また図書館単独で変革は行えず館外と

の専門機関との連携や情報提供をする人脈の構築

も必要となる。ニーズの変化に応じて専門機関等

を探索し続けることも重要である。さらに都道府

県内の利用者に課題解決型サービスの広報は欠か

せない。図書館はもちろん、自治体等も広報を支

援し、利用者の図書館イメージも変革していかな

ければならない。 

1つ目は図書館のデジタル化に対する方策であ

る。一般図書のデジタル化の進展は図書館側にも

利用者側にもメリットが多い。書庫等物理的スペ

ースが必要なくなったり、古い本の保存にもなっ

たりする。デジタル化は地域内だけでなく、地域

外の利用者にも拡大することが可能となるため

様々な人の情報へのアクセスを可能とし情報格差

解消にもつながる。しかしデジタル化にはコスト

も時間もかかる。そこで、図書館同士で連携しつ

つ役割分担を明確にし、全体として計画的にデジ

タル化を進めていくことが、今後の図書館政策と

して重要になろう。 

 
中之島図書館 鳥取県立図書館 京都府立図書館 

Q1 図書館の特徴 

 

・ビジネスパーソンに向けてビジ

ネス支援に特化した図書館 

・市町村が運営している図書館の

サポート 

・図書館の図書館 

・地域の住民に貢献する図書館 

・子どもや高齢者の居場所になる

図書館 

・レフェラルサービス 

・「本の物流」の中心としての図書

館 

・京都府すべての市町村図書館と

連携 

・電子書籍、オーディオブック 

Q2  課題解決サー ビスを始め  

た経緯 

ビジネス街という地域性を活か

すため 

 

知事・館⾧の交代による方針の見

直し 

利用者の利便性及び書庫のスペ

ース確保 

Q３ 運営する上での問題点や課

題 

広報不足 ・コスト面において各図書館で一

律のサービスが提供できない 

・不登校の子どもの居場所づくり 

・書庫スペースの問題 

Q４ 今後の展望 サービス充実のための新たな連

携の模索 

・書籍のデジタル化 

・市町村図書館と県立図書館の役

割分担 

 

府外の人へサービス提供 
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京都丹後鉄道の持続可能性を高めるリーダーシップ 
‐三陸鉄道を参考とした地域と鉄道との関係性の構築‐ 

 

福知山公立大学 2 年杉岡ゼミ 

○小林 航也（Kobayashi Koya）・岡田 唯花（Okada Yuka）・小谷 優衣（Odani Yui）

田中 黄象（Tanaka Kosho）・冨江 美有（Tomie Miyu） 

中村 心（Nakamura Shin）・平原 将貴（Hirahara Masataka） 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード：京都丹後鉄道、三陸鉄道、リーダーシップ 

 

1. はじめに 

日本各地の鉄道の経営状況が厳しい。国土交通

省(1)によると、令和元年度における日本全国 176

の中小鉄道事業者のうち、約 60%の 102 事業者が

営業損益で赤字を計上している。鉄道を持続させ

るには経営コストの削減が不可避であるが、それ

によるサービスの質の低下は、鉄道利用者のさら

なる減少に繋がり、負のスパイラルに陥ることと

なる。一方、地方鉄道を存続させることはその沿

線地域にとって意義深い。「地域の足」の確保はも

とより、鉄道を利用する観光客の増加は地域活性

化に、さらに地域の象徴たる鉄道はシビックプラ

イドの涵養に繋がると考えられるからである。 

本学の立地する京都府福知山市には京都丹後鉄

道（以下、「丹鉄」）のターミナル駅が存在する。

丹鉄の沿革(2)を概観すると、かつて現在の福知山

市域に路線を敷いていた「北丹鉄道」が宮福線（宮

津-福知山）として、宮津線（舞鶴-豊岡）に結合

され、両線の一体運営を北近畿タンゴ鉄道（株）

が引き受け、第三セクター鉄道が誕生した。しか

し、後に経営不振に陥ると「日本一の赤字鉄道」

と呼ばれるまでに至った。倒産寸前の危機からの

脱却を図り、鉄道施設の保有を北近畿タンゴ鉄道

（株）が、運行業務を WILLER TRAINS（株）が担う

「上下分離方式」へ移行し、現在に至る。 

このように、福知山市も丹鉄と密接に関係して

いる。現在も「海の京都」を印象づける特急列車

や観光列車の運行など、丹鉄の利用を促す取組が

多く展開されるが、現状は楽観視できない。図 1

によると、上下分離方式が開始された平成 27 年

度の赤字比率は 85.34％となり、その後も増加傾

向のまま推移し、令和 3 年度には平成 27 年度以

降最大の 88.77%となっている。当該傾向が続く限

り、健全な経営や赤字の改善は一層困難となる。 

そこで本稿では丹鉄を対象に、地方に鉄道を存

続させ、「地域の足」を守るには何が必要かについ

て、とりわけリーダーシップという観点から検討

する。その際に、東北地方にその拠点を置く「三

陸鉄道（以下、「三鉄」）」を先行事例として取り上

げる。そして、丹鉄の持続可能性を高めるための

政策案を提言する。 

 
図 1 北近畿タンゴ鉄道（株）の営業収益・費用及び 

赤字比率とそのポイント増減 

出所）北近畿タンゴ鉄道 bをもとに、筆者ら作成。 

1)「赤字比率」（図中パーセンテージ）は、「営業費用」に

占める赤字分（営業費用－営業収益）を表す。 

2)「赤字比率」のポイント増減は、前年度との比較である。 

 

2. 研究方法 

まず、前提として三鉄を事例に取り上げた理由

を述べる。鉄道を取り巻く環境の共通点は、比較

対象として重要な要素である。丹鉄も三鉄も第三

セクター鉄道であり、両者とも 100km を超える営

業範囲を抱え（丹鉄 114km／三鉄 163km）、上下分

離方式を採用する（丹鉄における上下分離方式は

先述の通り／三鉄の運行は三陸鉄道（株）が全面

的に担い、鉄道施設や車両の保有は沿線自治体が

主に関与(4)）。また、丹鉄は過去に「日本一の赤字

鉄道」と呼ばれるほどの経営不振に陥ったことは

先述の通りであるが、三鉄も 2011 年の東日本大震

災や 2019 年の台風 19号という 2度の災害で、線

路が崩壊するなど物理的な被害を受け、運行が不

可能となる経験をした。両者には経営存続の可否

が問われる危機から復活したという共通点もある。 

さらに、ゼミ活動の一環で草野悟氏に出会えた

ことも大きい。氏は 2008 年より三鉄の準職員とし

て「総合企画アドバイザー」を務める傍ら、「三陸

鉄道を勝手に応援する会」会長として三鉄の魅力

発信に尽力してきた。先述の 2度の災害からの復

旧にも深く関与したキーパーソンである。一方の

丹鉄に着目すると、鉄道とその沿線地域とを結ぶ

ような存在は見られない。私たちはここに問題意
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識を置き、鉄道の実態を把握しながら沿線地域の

一住民として鉄道を支援する氏のような存在が、

鉄道を活性化し存続へ導きうると仮説設定した。 

そこで、①リーダーシップに関する先行事例に

関する文献調査をしたうえで、②草野氏への聞き

取り調査（電子メールを活用）を行った。 

 

3. 研究結果 

3.1 リーダーシップに関する先行事例 

小野（2007）は、フェニックス電機（株）を企

業再建に導いた再建請負人のリーダーシップに関

する研究(4)において、再建請負人となった斉藤定

一氏をリーダー、再建に携わった幹部らをフォロ

ワーと位置付け、両者の相互作用プロセスを明ら

かにした。フォロワーが斉藤氏のリーダーシップ

を認識した出来事として、以下 2点挙げている。 

1 点目に、創業以来のワンマン経営による弊害

を排除すべく、組織構造の変革を斉藤氏がトップ

ダウンで断行した結果、事業の合理化や効率化に

繋がったことでフォロワーはその恩恵を実感し、

斉藤氏に対して信頼を生んだという。2 点目に、

中間計画策定に際し、幹部ら自身の議論を通じた

結論の導出と関係性の強化を促すべく、斉藤氏は

自身と意思を共有し積極的に企業再建に取り組む

フォロワーの育成に働きかけたという。 

以上より、企業再建プロセスにおいて、トップ

の介入による組織の構造改革と、フォロワーの能

動的な態度の涵養を、同時並行的に行うリーダー

シップが有効であることが明らかである。 

 

3.2 草野氏による取り組み 

草野（2022）はまず、かつて JR 山田線により

南北に分断されていた三鉄を「三陸地域の財産と

して応援する」という JR区域住民との共通認識

を交わし JR沿線地域に頻繁に通ったという。震

災後には三陸各地を訪れ、コーディネーターとし

て住民と議論を重ねたそうである。また、有志の

三鉄支援団体「三陸鉄道を勝手に応援する会」の

活動に、草野氏による企画「三陸 次の 10年へ」

キャンペーンがあるが、当企画では、三鉄や自治

体の職員と住民とが車中で交流する機会を設けた

り、沿線地域の観光担当者との会議を開いたりし

て、三鉄の活用に係る対話を推進したという。 

一方、人口減少が経営を圧迫する中、沿線地域

が協同で次世代に共感を求める必要があり、「そ

の地域で鉄道を守り抜く」という意志を持つリー

ダーが不可欠であるとのことであった。草野氏は

アドバイザーとして、そのような人材に焦点が当

たるよう、メディアや県の担当者、三鉄職員への

発信に努める。また、トップダウンの社内環境を

改善すべく意識改革に取り組む有志の社員と積極

的に関わってきたとし、実際にそのような社員が

震災復興に大きく寄与したことにも言及した。 

以上より、草野氏は三鉄職員という立場を超え

て、三陸に関わる当事者として三鉄と沿線地域の

両者に働きかけ、対話を通じたネットワークを構

築していることが窺える。 

 

4. 政策提言 

最後に、丹鉄に「鉄道とその沿線地域とを結ぶ」

人材がいないという問題を解決すべく、以下ささ

やかながら提言してみる。 

先行研究より、組織の構築過程におけるトップ

による一定程度の誘導とフォロワーの能動性の育

成を並行するリーダーシップの可能性が明らかと

なり、それは「三陸のパートナー」として沿線地

域へ自ら赴き、対話を通じて各アクターに直接働

きかけて鉄道とつなぐ草野氏の姿勢からも窺われ

た。丹鉄においても、鉄道の実情と沿線地域の声

の双方に配慮できる人材が必要だと考えるが、そ

のような人材を生むためには、まず住民の鉄道に

対する心理的距離を縮めることが重要となろう。 

そこで、上述した草野氏の企画になぞらえ「北

近畿 次の 10年へ」キャンペーンを提案したい。

鉄道の利用を通して地域を知ることは、震災とい

う背景が無くとも可能である。例えば、丹鉄職員

と沿線地域の各アクターが対話を通して互いの声

を発信する場を設けることが考えられる。これは

地域と鉄道の距離が物理的・心理的に近づく機会

となるとともに、積極的に鉄道を支援する人材の

発掘に資する。結果的に「北近畿のパートナー」

としてリーダーシップを発揮する存在、そこに賛

同する能動的フォロワーが生まれ、丹鉄と地域の

結節点たりうる組織や団体の構築につながれば、

丹鉄のさらなる活性化と存続が期待できるのでは

ないだろうか。 
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通勤・通学者向けシェアサイクルの整備 
‐久御山町における新たな地域公共交通網‐ 
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1. はじめに 

日本国内においてシェアサイクルを本格導入し

ている自治体 158 都市となり、年々増加している

（国土交通省 2019a）。この背景として公共交通の

機能補完のために導入しているという要因がある。

近年、過疎地域や公共交通網が十分でない、いわ

ゆる交通空白地域が増加しており、今後、高齢化

が進む地域においてより一層増加することが推測

される。 
そこで本研究では近年、日本国内の市町村にお

いて整備が急速に進んでいるシェアサイクルを新

たな公共交通機関として位置づけ、通勤・通学者

向けのシェアサイクルの整備について検討する。 

2. シェアサイクルを選定した意図 

ではなぜ今回、シェアサイクルを通じて交通網

の補完・拡大を図ろうとするのかについて論じる。

確かに、個人・各世帯において所有する自転車の

利用を促進するという方策も考えられるが、放置

自転車の問題や日常的には自転車を使用しないこ

となどを理由に購入する者も減少している。これ

らの要因を踏まえ、今回シェアサイクルとした。 
3. シェアサイクルの定義 

ここでシェアサイクルの定義を示しておく。シ

ェアサイクルは相互利用可能な複数のサイクルポ

ートが設置された面的な都市交通のシステムであ

る（国土交通省 2015）。他にもコミュニティサイ

クルとも表現されているが同義である。 
4. シェアサイクルの必要性 

4.1 環境負荷低減としての役割 

年々深刻化する地球温暖化対策として、自動車

利用からエコな交通手段である自転車利用への転

換が日本国内で進んでいる。各輸送機関から排出

される二酸化炭素の排出量を輸送量で割れば表 1
の結果となる（国土交通省 2019b）（表 1）。 

【表 1: 輸送量当たりの二酸化炭素の排出量】 

4.2 シェアサイクルによる地域活性化の取組み 

日本政府においても「サイクルツーリズムの推

進による観光立国の実現」を推進し、自転車の活

用による観光地域づくりを目指している。現在、

茨城県の「つくば霞ヶ浦りんりんロード」、滋賀県

の「ビワイチ」、広島県から愛媛県の「しまなみ海

道サイクリングロード」の 3 ルートが指定要件を

満たしている。経済効果も大きく、滋賀県のビワ

イチでは、利用者が県推計で 17 年に 9 万 5000 人
(16 年比 3 割増)、経済効果は約 12 億円となった

（日本経済新聞 2018）。 
4.3 放置自転車への対策 

駅周辺や中心市街地における放置自転車は駐輪

場の整備等により年々減少しているものの、未だ

約 2.8 万台存在しており、より一層の放置自転車

対策が求められている（国土交通省 2022）。シェ

アサイクルならポートに駐輪する事が基本となる

ため、必然的に放置自転車対策になる。シェアサ

イクルの導入は、放置自転車による外部不経済を

取り除く事が期待できる。 
5. 研究対象地域の選定根拠 

今回、研究対象地とする地域は京都府久世郡久

御山町(以下、久御山町と示す)とした。 

久御山町は道路交通網が充実しており、物流セ

ンターや工場など 1,600 を超える事業所が立地し

ている（久御山町 2019）。また今後、産業活動の

活性化や住宅地の形成を促進させる、「新市街地

（みなくるタウン）整備事業」も進んでいる。 

他方で、久御山町では主に通勤・通学時間帯の

幹線道路における渋滞が課題となっている。また

先述した新市街地整備地区周辺は、現在、路線バ

スが運行していない。そのため新たな道路渋滞の

発生の抑制と就業者への円滑な通勤手段の確保の

視点から新たな公共交通の整備が必要である。 

そこで今回は久御山町におけるシェアサイクル

の整備を提案する。 

6. 久御山町における公共交通網の現状 

6.1 現状分析と課題 

 久御山町の地域公共交通の特徴として鉄道路線

がないため、鉄道を利用する際には、路線バス等

で町外の鉄道駅にアクセスする必要があるという

点だ。町内には路線バスが 3 路線、タクシーが 2

130
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事業者、デマンド型乗合タクシーが町内全域を対

象に運行しているが、利用者数の減少やバスやタ

クシーの乗務員不足も課題として挙げられる(久

御山町 2019)。 

6.2 久御山町におけるレンタサイクル事業 

そこで注目したのが、久御山町まちの駅「クロ

スピアくみやま」に整備されているレンタサイク

ルである。1回 200 円で自転車台数は計 10 台で

ある。利用用途としては観光での利用やバス路線

から距離がある場合、駐車スペースが十分でない

取引先や営業先へ訪問するといったものである。 

6.3 レンタサイクルの現状課題 

しかしながら久御山町のレンタサイクルは貸し

借りする場所が「クロスピアくみやま」のみであ

るため、利便性に欠ける点が指摘される。また久

御山町は幹線道路を除けば、車道は車一台がぎり

ぎり通れるところが多く、自転車が走るのに十分

なスペースがないのが現状である。そのため歩道

を走る自転車が多く歩行者と接触事故を起こすケ

ースも考えられる。 

7. 政策提言 

7.1 企業向けシェアサイクルの導入・整備 

以上の点から二点政策提言を行う。一点目は久

御山町内の企業向けにシェアサイクルを導入・整

備である。3.研究対象地域の選定根拠でも述べた

ように、今後、久御山町では企業誘致やそれに伴

う従業員の宅地開発等が進む。この新市街地整備

地区において新たな通勤手段として企業と行政が

連携したシェアサイクルを導入すれば、通勤の利

用はもとより、久御山町内の他事業所へ移動する

際にも利用できる。また企業内においてシェアサ

イクルを使用する従業員に対して利用額の助成を

行い利用促進に繋げれば、採算性の問題によるシ

ェアサイクル事業の継続困難という点も解消され

る。実際、ドコモバイクシェア事業において富士

ゼロックスが導入をしている。その効果として直

行直帰が容易になり、社員の時間に余裕が生れる

ため働き方改革にも貢献するという利点も生まれ

ている（株式会社 docomo 2018）。 
7.2 走行距離に応じたポイント付与制 

二点目は走行距離に応じたポイント付与制の導

入である。近年、歩数や距離、立ち寄った場所に

よって「独自のポイント」が貯まるウォーキング

アプリが登場している。貯まったポイントは対象

店舗での支払いや抽選に使える「ポイント」に交

換できる。そのため、アプリなしで行うよりもモ

チベーションが上がるといった付加価値と利用促

進を図るものだが、これをシェアサイクル事業に

も導入できると考える。具体的には 5km につき、

1 ポイントを付与し、久御山町内の商業施設や行

政施設の利用額を割引するなどを組み合わせば、

まちの経済循環にもつながる。 

8. 今後シェアサイクルを普及させるために 

日本国内の交通分担量の大半を占める「車」か

ら「自転車」にシフトするためには多くの問題が

ある。その中でも普及が進みづらい要因として、

人々が自転車を利用することが不便でデメリット

が大きいと思っている点にある。実際、自転車非

利用者が自転車を利用しない理由としては、「自家

用車の方が早いから」（64.2%）「荷物があるから」

（51.0%）、「家族など複数で同時に移動できるから」

（37.4%）という結果である（自転車総合研究所 

2020）。自転車の利用を促進することで様々な問題

を解決するためには、人々が自転車を利用しやす

くすることが求められる。そのためのシステムが

シェアサイクルであると考える。今までの観光客

のためのシェアサイクルではなく、観光客やその

地域の住民も含めてみんなで共有できるシェアサ

イクルを整備することが求められる。 

9. おわりに 

 少子高齢化による人口減少は進行し続けてお

り、それに伴う持続可能な公共交通のあり方につ

いて考えていく必要がある。今後は事業の採算は

もとより、環境負荷の低減やデジタル化といった

視点も加えながら検討していくことが求められ

る。 
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公共交通機関における痴漢防止対策 
‐当事者意識からみる新たな対策‐ 
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【研究の目的】 

 痴漢の被害件数は令和 3年犯罪白書（法務省，

2021）によると 4154 件とその他の性犯罪と比べて

も顕著に多い（法務総合研究所 2022）。痴漢が多

く発生する場所として電車が関係している。日々

の生活で良く利用する場所での痴漢発生がなぜ多

いのかを研究すること、現時点で行われている政

策を分析しその政策の有効性や、より痴漢抑止効

果のある政策を立案し提言することは有意義であ

ると考えたため研究を実施した。 

 

【研究の背景】 

 私たちは地下鉄における痴漢の現状について詳

細に調査するため、京都市市営地下鉄及び神戸市

の市立女子校にインタビュー調査を行った。京都

市市営地下鉄のインタビュー調査において性被害

の被害件数は 2021年時点で車内 2件、駅構内 5件

の計 7件であり、高校生へのインタビュー調査（女

子校）は生徒が 1年間で車中痴漢に遭った件数が

2、3件であった。この二つのインタビュー調査で

は被害者が非常に少なく、実態とはかけ離れてい

るのではないかと思い、追加の調査としてグーグ

ルフォームで大学生へアンケート調査を行った。

グーグルフォームによるアンケートでは、本人や

知人が被害にあった人者ほど、また、自分も被害

者になるかもしれないと考えている人ほど痴漢へ

の対策を行っているのではないかという仮説のも

と、7 項目の質問を設定した。さらに詳細に現在

実際に行われている痴漢抑止対策には被害者にな

りうる人に対する警戒ポスターと加害者になりう

る人に対する警告ポスターがある。それらは果た

して有効性があるのかという疑問についても調査

を行った。 

 

【方法】 

 痴漢に関する意識調査についてはグーグルフォ

ームで大学生へアンケート調査を行った。期間は

10 月 17 日から 10 月 20 日に行い、対象は同志社

大学政策学部の学生 105人である。 

《アンケート内容》 

問 1.痴漢被害の有無 

問 2.交通機関を利用する時に「自分が被害者にな

る可能性」を考えているか 

問 3.加害者対象ポスターを見たことがあるか 

問 4.加害者に間違われないための対策の実施 

問 5.被害者対象ポスターを見たことがあるか 

問 6.被害に合わないための対策の実施 

問 7.性別について 

 

 本研究では有効性が見られた問 1、2、5を用い、

問 6の痴漢対策実施との相関について分析を行っ

た。なお、問 7で男子と回答したデータはサンプ

ル数が少なかったため有効な結果が出ないと判断

し、今回は省くものとする。 

 

【結果】 

表 1は、問 1「痴漢被害の有無」別に、問 6「痴

漢対策実施率」を計算したものである。「本人が被

害にあった人」は 43％が痴漢対策を実施しており、

「知人が被害にあった人」は 36％が痴漢対策を実

施していた。また「被害にあったことのない人」

は痴漢対策実施率が 17％である。「本人が被害に

あった人」は 5％水準で、「知人が被害にあった人」

は 10％水準で、それぞれ「被害にあったことのな

い人」に比べて統計的に有意に実施率が高い。こ

のことから、身近に被害があるほど痴漢対策を実

施していることがわかった。 

 

表１ 痴漢被害経験の有無別痴漢対策実施率（女性）  

  人数 痴漢対策実施率 

本人被害あり 21  0.429** 

知人被害あり 33   0.364* 

被害なし 36 0.167 

注 1）*、**は、それぞれ、「被害なし」の場合の平均

値との差が 10％、5％水準で有意であることを意味す

る。 

 

 表 2 は問 2「公共交通機関利用時に自分が被害

者になる可能性を考えているか否か」（以下「当事

者意識の有無」と記述する）別に問 6「痴漢対策

実施率」を計算したものである。当事者意識を持
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っている人は 45％が痴漢対策を実施しており、当

事者意識を持っていない人は 8％しか対策を実施

していないことがわかった。この差は 1％水準で

有意である。 

 

表 2 当事者意識の有無別痴漢対策実施率（女性） 

   人数 痴漢対策実施率 

当事者意識あり   40   0.450*** 

当事者意識なし   34 0.088 

注 1）***は、「当事者意識なし」の場合の平均値との

差が 1％水準で有意であることを意味する。 

 

表 3は、問 5「被害者向けポスターの認知の有

無」別に、問 6「痴漢対策実施率」の平均値を計

算したものである。被害者向けポスターを見てい

る人は 15%が痴漢対策を実施していたのに対し、

被害者向けポスターを見ていない人は 31％が痴

漢対策を実施していたことがわかった。以上から

痴漢防止を呼びかけるポスターは痴漢対策実施率

の向上に有効性が見られないことがわかった。 

 
表 3 被害者向けポスターの認知の有無別痴漢対策実

施率（女性） 

  人数 痴漢対策実施率 

見かける 13 0.154 

見かけない 61 0.311 

注）「見かける」場合と「見かけない」の場合の平均 

対策実施率の差に有意性は見られなかった。  

 

 また対策を実施している学生に対策の具体例を

聞いたところ、「二人乗りのシートに座る際は隣に

誰が座るのか気にして、距離をとるようにする」

「満員電車の際は立つ位置や向きを考える」「人の

目が届きにくいドア付近ではなく、椅子と椅子の

間に立つ」などがあった。この対策は警察が推進

している痴漢対策の一例（京都府警察、千葉県警

察)でもある。したがってこれらを実施している人

の多くは効果的な対策をしているといえる。 

 分析の結果、痴漢被害が身近にある人、また、

当事者意識がある人ほど痴漢対策実施を行う傾向

があることが分かった。一方、ポスターの効果は

見られなかった。この結果を踏まえ、私たちは当

事者意識が低い人に対し意識をもってもらう政策

を実施することで彼らの痴漢対策実施率の向上が

期待できると考えた。 

 

【提案】 

 私たちは当事者意識の向上策としてフランスで

現在行われている、地下鉄内での痴漢を実際にど

のように警察が逮捕するかを撮った動画（佐々木 

2018）を独自で作成し、車内で放送することを政

策提言する。 

作成する動画は視聴により被害者になりうる人

も加害者になりうる人も対策を実施できる内容に

する。 

《動画の概要》 

1.加害者が実際にどのような手法で痴漢行為を行

うのか  

2.被害者がどのような経緯で痴漢の被害に遭うの

か  

3.痴漢被害が起きた瞬間の状況と特徴 

4.被害が発生しやすい場所や時間の提示  

5.痴漢行為後の逮捕またはその後の処分について 

  以上の内容を含んだ動画を車内で放送すること

で、その動画を見た人が容易に被害者や加害者に

なった場合を想定することができ、自身が痴漢被

害の当事者になりうる可能性を自覚させる。 

  

【考察】 

 この研究で私たちは、当事者意識を持っている

者ほど痴漢への対策を行い、当事者意識を持って

いない人ほど痴漢への対策を行っていないのでは

ないかという仮説のもとアンケート調査の実施・

結果の分析を行なった。そして分析の結果、痴漢

被害が身近にある人、また、当事者意識がある人

ほど痴漢対策実施を行う傾向があることが分かっ

た。それを踏まえ私たちは、政策として痴漢被害

の一部始終を収めた動画を車内で放送することを

提案する。この政策は動画を放送することによっ

て、乗客に当事者意識を芽生えさせ、対策実施の

推進を図ることを目的とする。 
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